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番号

326,059

0

0

0

32,747,549

25,820,078

5,487,212

＜0＞

＜0＞

19,793,595

19,467,536

不用額（千円）

翌年度繰越額（千円）

支出済歳出額（千円）

流用等増△減額（千円）
0

歳出予算現額（千円）

＜0＞

＜0＞ ＜0＞

＜0＞＜0＞

1,440,258

＜0＞

32,747,549

＜0＞

18,267,268

予備費使用額（千円）

前年度繰越額（千円）
31,895

0

＜0＞

16,344,604

＜0＞

＜0＞

900,528

総合･実績･事業

（ 当 初 ）

地域公共交通の維持・活性化を推進する 8-30評価方式

政策評価調書（個別票①-1）

歳出予算額（千円）

【政策ごとの予算額等】

政策名

20年度 22年度

15,442,147

21年度 23年度要求額

評価結果の予算要求等
への反映状況

評価結果を踏まえ、引き続き地域公共交通の維持・活性化を推進するために必要な経費を要求することとした。

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

（ 補 正 後 ）

＜0＞

政策評価調書（個別票②）に同様の記載があるため省略

特になし

0

19,761,700

＜0＞

＜0＞

＜0＞

＜0＞

＜0＞
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 国土交通本省 15,570,319

Ａ 2 一般 地方運輸局 30,559

Ａ 3
社会資本整
備
事業

空港整備勘定 336,522

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞＜ ＞

15,937,400
の内数 の内数

の内数 の内数

合計
16,344,604 900,528

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

の内数

の内数 の内数

対応表に
おいて○
となって
いるもの

小計

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

小計 の内数

15,937,400
の内数 の内数

対応表に
おいて●
となって
いるもの

地域公共交通維持・活性化推進費 地域公共交通の維持・活性化の推進に必要な経費 15,714,979 638,638

地方運輸行政推進費

小計
16,344,604 900,528

地域公共交通の維持・活性化の推進に必要な経費 37,485 6,272

地域公共交通維持・活性化推進費 地域公共交通の維持・活性化の推進に必要な経費 592,140 255,618

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

政策名 地域公共交通の維持・活性化を推進する 8-30

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額

整理番号 項 事項
22年度

当初予算額
23年度
要求額
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 8-30

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による
見直し額
（C)

A 1 3,989,728 △ 3,989,728 3,989,728 3,989,728
行政事業レビュー点検結果を踏まえ、地域公共交通活性化・再生総合事業
についてはより効果的な支援策に抜本的に見直すこととし、予算要求を行
わないこととした。

A 1 6,809,640 △ 6,809,640 6,809,640 6,809,640
行政事業レビュー点検結果を踏まえ、地方バス路線運行維持対策について
はより効果的な支援策に抜本的に見直すこととし、予算要求を行わないこ
ととした。

A 1 4,770,951 △ 4,770,951 4,770,951 4,770,951
行政事業レビュー点検結果を踏まえ、離島航路補助金についてはより効果
的な支援策に抜本的に見直すこととし、予算要求を行わないこととした。

A 2 30,559 △ 30,559 30,559 30,559
行政事業レビュー点検結果を踏まえ、地域公共交通活性化・再生総合事業
についてはより効果的な支援策に抜本的に見直すこととし、予算要求を行
わないこととした。

A 3 592,140 255,618 △ 336,522 336,522 336,522
行政事業レビュー点検結果を踏まえ、地域公共交通維持・活性化推進事業
についてはより効果的な支援策に抜本的に見直すこととし、予算の減額要
求を行った。

地域公共交通維持・活性化推
進事業

地方バス路線運行維持対策

離島航路補助金

地域公共交通活性化・再生総
合事業

地域公共交通活性化・再生総
合事業

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 地域公共交通の維持・活性化を推進する

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

事務事業名 整理番号

15,937,400 15,937,400合計
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国土交通省が取り組む地域公共交通に対する支援等の施策により、地域公共交通の
維持・活性化を推進する。

（総合的評価）
　地域公共交通は、地域の経済活動、住民の日常生活や社会生活を支える基盤として必要不可欠
なものであり、観光振興やまちづくりの促進による地域活性化、環境問題への対応といった観点
からも、その維持・活性化は非常に重要な課題であるため、「地域公共交通の維持・活性化を推
進する」という施策目標の達成に向けて、本施策の具体的措置として、地方バス・地域鉄道・離
島航路・離島航空路の維持・活性化等に対して支援を行った。
　業績指標の実績値は、全体として目標達成に向けて施策が実施されていると言えるが、地域の
ニーズにより的確に対応するとともに、これらの取組をより促進するため、引き続き現在の施策
を確実に実施するとともに、更に充実していくこととする。

【評価結果の概要】

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

（必要性）
　地域公共交通は、地域の経済活動、住民の日常生活や社会生活を支える基盤として必要不可欠
なものであり、観光振興やまちづくりの促進による地域活性化、環境問題への対応といった観点
からも、その維持・活性化は非常に重要である。しかしながら、近年、地域によっては公共交通
機関の運行（運航）便数の減少などによる公共交通サービス水準の低下や、公共交通事業者の不
採算路線からの撤退による交通空白地帯が出現している等の状況がみられ、地域公共交通を巡る
環境は非常に厳しい状況にある。そのため地域公共交通の維持・活性化に資する当該施策を推進
する必要がある。

(反映の方向性）
　基本的には現在の施策を引き続き確実に実施するとともに、地域のニーズにより的確に対応
し、これらの取組をより促進するため、鉄道・バス・タクシー・旅客船等の多様な事業に取り組
む地域の協議会に対しパッケージで一括支援する「地域公共交通活性化・再生総合事業」によ
り、引き続き地域の創意工夫ある自主的な取組みを推進する。また、交通基本法案と関連施策に
ついて、次期通常国会への法案提出に向けた準備を進めるとともに、23年度予算要求等に反映さ
せる予定である。なお、地域の交通計画のあり方も含めて検討することとしており、指標等につ
いて見直す可能性がある。

（効率性）
　地域公共交通の維持については、国と地方との適切な役割分担を踏まえた上で実施されてい
る。また、地域公共交通の活性化・再生については、地域のニーズ・課題はそれぞれの地域に
よって多種多様であるため、市町村、公共交通事業者等の地域の関係者が、地域公共交通の活性
化・再生に関する総合的な検討、合意形成を行い、合意した内容を確実に実施する取組に対し
て、国が総合的に支援を行っている。このように地域の主体的な取組みに対して支援を行うな
ど、支援の重点化が図られており、上で述べた施策の有効性と照らし合わせて、効率的であると
評価できる。

政策の概要

（有効性）
　本施策の具体的措置として、地方バス・地域鉄道・離島航路・離島航空路の維持・活性化等に
対して支援を行った結果、「地域の関係者による地域公共交通に関する総合的な計画の策定件
数」や「バスロケーションシステムが導入された系統数」などについて、目標値を達成している
もしくはほぼ維持していることから、Ａ評価としたところ。「地方バス路線の維持率」など一部
Ｂ評価としたものもあるが、全体的に施策目標の達成に向けた順調な推移を示していることか
ら、これらの取組は有効に機能してきたものと評価できる。
　地域公共交通の維持のうち、交通事業者による経営努力による維持・整備を基本としつつも、
施策の実施により、事業として成立し難い地域での地域住民の日常生活に必要不可欠な生活交通
については、施策の実施により確保されているところである。
　また、地域公共交通の維持も含めた活性化・再生については、「地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律」及びこれに関連する施策の実施により、多種多様な地域のニーズや課題に的確
に対応した、地域の独自性、創意工夫による地域公共交通の活性化・再生についての意欲的な取
組みが促進され、地域にとって最適な地域公共交通の活性化・再生を図るための環境整備が行わ
れたところである。
　以上のような効果的な施策を実施してきたことから、本施策は有効性が高いと評価できる。

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月
担当部局名：総合政策局総務課
担当者（連絡先）：西尾（２４－１２４）

8-30番号政策名 地域公共交通の維持・活性化を推進する
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単位 基準値 目標値

（年度） 19年度 20年度 21年度 （年度）

件 60 60 263 398 300

１９年度 ２４年度

系統 7,067 8,349 9,054 集計中 9,000

１８年度 ２４年度

％ 97.1 96.0 97.1 96.9 100.0

２０年度 ２５年度

％ 71 70 70 70 71

１７年度 ２２年度

％ 96 89 89 89 96

１７年度 ２２年度

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

年月日

平成22年6月18日

交通基本法の制定と関連施策の実施〔成長戦略実行計画（工程表）Ⅰ　１〕

新成長戦略

「明日の安心と成長のための緊急経済
対策」

記載事項（抜粋）

「通勤交通グリーン化推進プログラム」の推進
・｢グリーン通勤の日｣の設定などにより、マイカーから自転車、鉄道、バス等への
転換を促進する取組を推進〔Ⅱ．２．＜成長戦略への布石＞　(3)　○交通・産業
における環境配慮の取組への支援等　（ｲ）

施政方針演説等

平成21年12月8日

指標名

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

達成目標・指標の
設定根拠・考え方

実　績　値達成目標

地域の関
係者 によ
る地域公
共交通に
関する総
合的な計
画の策定
件数

地方バス
路線の維
持率

バスロケー
ションシス
テムが導
入 さ れ た
系統数

有人離島
のうち航
路が就航
されている
離島の割
合

生活交通
手段として
航空輸送
が必要で
ある離島
のうち航
空輸送が
維持され
ている離
島の割合

地域公共
交通の維
持・活性
化を推進
する

地域公共交通総合連携
計画の策定件数につい
て、初期値については法
律施行後初年度となる平
成１９年度の連携計画の
策定件数（６０件）を設定
し、目標年次までに各地
方運輸局等毎に３０地域
において連携計画が策
定されていることを目標と
し、１０運輸局等を乗じた
３００件とした。

近年における実績のトレ
ンドを推計し、それに対
応した目標値を設定

都道府県策定の計画に
おいて維持が必要とさ
れ、国として支援すること
とした地方バス路線が維
持されることを目指す。

我が国における有人離
島のうち海上運送法に規
定する一般旅客定期航
路が就航している離島を
抽出し、その割合を算
出。したがって、分母は
有人離島数、分子はその
うち一般旅客定期航路が
就航している離島数。
架橋等により交通手段が
確保されている場合を除
き、有人離島において航
路を維持する必要がある
ものについて支援する。

生活交通手段として航空
運送が必要な離島につ
いて、その維持を図るこ
とにより、住民の生活の
足を確保することを目標
とする。また、長期的にも
現況値９６％を維持する
ことを目標とする。


